
３ 計画の位置付け

①2015年９月制定の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
に基づく「女性活躍推進計画」として，位置付けます。

②2001年４月制定の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す
る法律」に基づく「ＤＶ対策基本計画」として，位置付けます。

③「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和4年5月制定，
令和6年4月施行）に基づく「困難な問題を抱える女性支援基本計画」として，
位置づけます。

④2015年９月国連サミットにおいて，全会一致で採択された「誰一人取り
残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会（ＳＤＧs）」の理念を反映さ
せた計画です。

４ 基本目標

【Ⅰ 男女が共に仕事と生活の調和が図られ
安心して幸せに暮らせる社会環境の整備】

男女を問わず働く意欲と能力を発揮できる環境整備が重要です。子育て支
援や働き方改革，ワーク・ライフ・バランスの推進，多様で柔軟な働き方の実
現などを通じて，誰もが安心して暮らすことできる社会を目指します。

【Ⅱ 様々な分野における男女共同参画の推進】
男女共同参画社会の実現には，固定的性別役割分担意識の解消と，男性の

家庭・地域参画の促進，女性の政策方針決定過程への参画拡大が重要です。
地域活動や防災分野でも偏りのない参画を進めます。

【Ⅲ 一人ひとりの人権と個性が尊重される社会基盤の整備】

男女共同参画社会の実現には，多様性を尊重する教育の推進，慣行の見直し，
性的少数者への理解促進が重要です。DVをはじめとする暴力の根絶に向けた
啓発と相談体制の整備，関係機関との連携強化，さらに貧困など生活困難への
支援充実が求められます。

１ 男女共同参画計画策定の趣旨

国は，平成11年に「男女共同参画社会基本法」を制定し，国民的合
意のもと，男女共同参画社会の形成に向けた基本的な枠組を定めまし
た。本市では，平成15年に，市民，事業者，行政が一体となって取り
組むことを明記した「ひたちなか市男女共同参画推進条例」を制定し，
この条例の理念のもと，平成16年に「ひたちなか市男女共同参画計
画」に始まり，現在は「ひたちなか市第４次男女共同参画計画」（令
和３年度～７年度）を策定し，男女共同参画社会の実現に向けた様々
な施策を推進してきました。
しかし，職場における女性の活躍推進や固定的性別役割分担意識の

解消，多様性を認め合う社会の理解促進，家庭内暴力の根絶など，男
女共同参画の視点から見た課題は多く，引き続き長期的な取組を推進
する必要があります。
加えて，近年頻発する自然災害や感染症の流行などは，市民生活を

脅かすと同時に，社会的，経済的に立場の弱い人たちへ過度な負担や
困難をもたらす要因にもなりかねません。
従って，性別にかかわらずすべての人が生きやすく活力ある社会を

形成するためには，あらゆる施策に男女共同参画の視点が必要であり，
全庁的な取組の強化と，一人ひとりが男女共同参画に関する意識を持
つことが重要です。そこで，本市では，社会情勢の変化や今後も取り
組むべき課題に対応し，市民や事業所と連携しながら一層，男女共同
参画施策を推進するために，「ひたちなか市第５次男女共同参画計
画」（以下，「第５次計画」という。）を策定します。

２ 計画の期間

令和８年度（2026年度）から令和12年度（2031年度）までの５年間
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基 本 目 標

５ 計画の体系

主 要 課 題 施 策 の 方 向

【基本目標Ⅰ】
男女が共に仕事と生
活の調和が図られ安
心して幸せに暮らせ
る社会環境の整備

１．ライフステージに応じて全ての人が希望する
働き方を選択できる社会の実現

２．一人ひとりが安心して暮らせる環境の整備

（１）安心して働き続けるための子育て支援の充実
（２）ワーク・ライフ・バランスの意識定着と雇用環境整備
（３）女性の所得向上と経済的自立の促進

（１）安心して暮らせる環境の整備
（２）健康の保持・増進への支援
（３）妊産婦及び母子保健サービスへの充実
（４）介護支援及び障害福祉サービスの充実

【基本目標Ⅱ】
様々な分野における
男女共同参画の推進

１．政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２．家庭や地域における男女共同参画の推進

（１）市における政策・方針決定過程への女性の参画促進
（２）農業・水産業・商工業等の分野における男女共同参画
（３）地域防災・災害復興における女性の参画促進

（１）性別による固定的役割分担意識の解消
（２）地域における男女共同参画の推進
（３）団体活動における男女共同参画の推進

【基本目標Ⅲ】
一人ひとりの人権と
個性が尊重される
社会基盤の整備

１．教育やメディア等を通じた意識改革と理解
促進

２．あらゆる暴力の根絶と困難な問題を抱える人
への支援に向けた環境の整備

（１）男女共同参画を推進する教育や学習の充実
（２）男女共同参画の視点を踏まえた情報の提供や慣行の見直し
（３）多文化共生社会の理解促進
（４）多様性を認め合う社会の理解促進

（１）あらゆる暴力の予防と根絶のための基盤整備
（２）男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する

支援体制の整備
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６ 重点施策

第５次計画は，前計画の施策を継承しつつ，国及び県の男女共同参画基本計画や令和６年度に行った市民意識調査の結果などを踏
まえて，次の３つの施策に重点的に取り組みます。

Ⅰ-１-（２） ワーク・ライフ・バランスの意識定着と雇用環境整備

一人ひとりが健康を維持し社会活動に参画するためには，「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」
の実践が重要です。仕事と家庭生活を両立するための意識啓発を進めるとともに，企業等に対しても全ての人がそ
の能力を十分に発揮できる環境を整備するよう意識改革を促進します。

Ⅱ-２-（２） 地域における男女共同参画の推進

地域社会において，多様な視点を生かした取組は，すべての人にとって住みやすい地域づくりにつながると考え
られます。職場と家庭・地域生活のバランスのとれた生き方が求められている中，暮らしやすい活力ある地域社会
を形成するため，地域活動における男女共同参画の推進に努めます。

Ⅲ-２-（１） あらゆる暴力の予防と根絶のための基盤整備

暴力は被害者の心身を深く傷つけ，その後の人生にも深刻な影響を及ぼし命の危険を伴う重大な人権侵害です。
男女間の暴力をはじめ，あらゆる暴力を根絶するための社会環境を構築するため，意識の啓発を推進します。また，
被害者の精神的負担に配慮した相談体制の整備や相談員の資質向上などに努めます。


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3

